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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成17年12月22日付で提出いたしました第35期（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報

告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部       企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ６ コーポレートガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】 

  訂正箇所は   を付して表示しております。 



第一部   【企業情報】 
 第４ 【提出会社の状況】 

  ６ 【コーポレートガバナンスの状況】 

(1)  会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

③会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

   （訂正前） 

    内部牽制組織につきましては、代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し、監視・モニタ

リング活動を行っている他、管理本部に帰属する総務部、経理部及びＣＳＲ・環境室において各々の職制

による日常のモニタリング活動を実行しております。 

     （後略） 

  

   （訂正後） 

    内部牽制組織につきましては、代表取締役社長直轄の独立組織として経営監査室を設置し、担当者３名を

置き、監視・モニタリング活動を行っている他、管理本部に帰属する総務部、経理部及びＣＳＲ・環境室

において各々の職制による日常のモニタリング活動を実行しております。 

     （後略） 
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